
特別児童扶養手当

精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を監護する父若しくは母又は父若しくは母
に代わって児童を養育している人に支給します。また、国籍は問いませんが、手当を受ける人が
日本国内に住所がなければ支給されません。請求手続き等の詳細は、子育て支援課
児童福祉係までお問い合わせください。

対象となる児童
20歳未満で精神または身体に障がいがある児童

1　目的
精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、

これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
2　支給要件
20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
3　支給月額（令和２年4月より適用）
1級　52,500円
2級　34,970円
4　支払時期
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5　所得制限

扶　養

親族等

の　数
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参考：収入

額の目安(
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所　得　額(
※１)

参考：収入

額の目安(※
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0 4,596,000 6,420,000 6,287,000 8,319,000
1 4,976,000 6,862,000 6,536,000 8,596,000
2 5,356,000 7,284,000 6,749,000 8,832,000
3 5,736,000 7,707,000 6,962,000 9,069,000
4 6,116,000 8,129,000 7,175,000 9,306,000
5 6,496,000 8,551,000 7,388,000 9,542,000

受給資格者（障害児の父母等）もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者
（同居する父母等の民法に定める者）の前年の所得が一定の額以上であるときは

手当は支給されません。
※１　所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、
医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※２　ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

6　支給手続
必要となる書類
1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
2．請求者名義の口座（預金通帳の写し）
3．本人確認できるもの（請求者の運転免許証等）
4．マイナンバー（請求者・対象児童・扶養義務者のもの）

（単位：円、平成14年8月以降適用）

受給資格者 受 給 資 格 者 の
本　　　人 配偶者及び扶養義務者



上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。
認定されると、請求された月の翌月分から手当が支給されます。



20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。


